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自治労連　憲法キャラバン
５月６月、各地の自治労連は、県労連ともに「憲法キャラバン」に取り組み、１６道県、２４８自治体当局、首長９条の会（秋田県、宮城県）を訪問しました。（６月２１日現在）
『自治労連Ｊメール』からの報告をもとに、各地の取り組みを紹介します。
「北海道」旭川市長懇談「９条は今後とも擁護、遵守していきたい」
　北海道自治労連は６月11日、旭川市の西川市長と懇談。平和・雇用・社会保障など憲法を地方行政にいかす取り組みについて懇談しました。

　西川市長は平和行政について、「戦争のない世界のため、あらゆる努力が必要と思う。旭川市は平和都市宣言をしており、長崎・広島に毎年児童の図画コンクールの絵を送っている」と述べ、核兵器廃絶については、「アメリカの方向は良いと思う」と話されましした。

　また、憲法27条については、「雇用問題は自治体独自として１本の大きな柱と位置づけていく。昨年度の『ふるさと雇用対策、緊急雇用創出』事業を有効に活用し、雇用に生かしたい。雇用活性化について市議会で取り組んでいる。臨時・嘱託職員の採用は、ワーキングプアをつくるという意見もあるが『雇用を守る』ということで採用している。大型倒産やデパートの閉店問題で金融機関やハローワーク、商工会議所と再雇用について話し合ってきた。企業は本来、正職員として採用することに企業責任があると思う。今まで労働者は終身雇用で安心してきた。派遣・非正規職員が３割をこえて社会不安が高まっている。過度の首切りは企業に控えてほしいと思う」と話されました。
「福岡」25市で対話・懇談
　福岡自治労連は、県労連とともに５月１８日から６月８日まで県内２５市を訪問し、市長（田川市）、副市長（八女市・みやま市・大川市）をはじめ、部長などと懇談を行いました。

　懇談では、憲法擁護・日本国憲法の精神を生かした行政の推進について、多くの自治体で非核自治体宣言や小・中学校での平和授業、庁舎ロビーや地域公民館などをまわる戦争展、平和行進の湯茶の接待などの受け入れなどが語られました。そして、「地域住民の福祉の増進を図るのが自治体の役割であることから考えれば憲法は当然に擁護する責務がある（直方市）」など、平和憲法擁護の想いが語られました。

　雇用やくらしを守る問題では、市役所内にハローワークとの提携や独自に職業紹介を行っていることや緊急雇用対策で臨時職員の募集をしたが予想以上に集まらなかった実態が各市で語られました。

　自治体非正規職員の処遇改善問題では、集中改革プランや市町村合併の関係で職員を増やせず、やむを得ず非正規職員の採用にならざるを得ない苦悩が語られました。そして「地場の賃金が安く、臨時職員の賃金が低くならざるを得ない。最低賃金が引き上がることを願う」と幾つもの自治体から意見が上がりました。

「鳥取」湯梨浜町、若桜町を訪問
　湯梨浜町の宮脇町長は、緊急雇用対策について、「生ゴミの堆肥化事業」（ふるさと雇用）を実施していること。合併前はそれぞれに取り組んでいた環境整備（緊急雇用創出）対策が一体的にでき、「しじみがとれる地域として観光客が呼べるように発展させていきたい」と抱負を語りました。ただ、これらの緊急雇用対策が時限立法であり、行政が直接取り組めない制約があるなど使い勝手の悪い点があること、「『ふるさと雇用』は、時間的な余裕がなく町のビジョンのなかにきちんと位置づけが出来たかどうか不本意な面もあった」と述べました。

　憲法問題については、「自民党憲法草案との比較表は初めて見た。憲法９条は第二次大戦の反省の念に立ったもの、すばらしい理想である。軍備は際限のないもの、それより、核廃絶等の取り組みが大切。しかし、近頃の北朝鮮の動向やテロの心配を考えると日本もそれなりの貢献を果たすべきかなとの思いもある」との見解でしたが、懇談を深める中で「国際社会も十分に機能するかどうか判らない部分もあり、日本は独自性を持って、粘り強く平和を目指して頑張っていくべきだ」と述べました。

　合併をせず単独で歩む若桜町は、人口4300人で、高齢化率40％、山村が多く農林水産業が主体の町。小林町長は、厳しい町財政のなか、少子高齢化がすすんでいるが医療・介護の面では義務教育までの医療費の無料化、高齢者のインフルエンザ接種料軽減、保健師の増員など、健康予防対策や介護対策には重点を置いていると説明。「『住民と共に支え合う町づくり』をいかにして実現をしていくかということだ」と話をされ、合併をしなかった町の気概を感じることができました。

　憲法の問題については、小林町長は「平和主義を貫くことが大切で、しっかりと国民的議論をすべきこと、知らない間に憲法を変えることがないように、しっかりと勉強すべきである」と話し、有意義な懇談をすることができました。

「栃木」栃木・岩舟町長「国民を支配する憲法にしてはいけない」
　5月19日の岩舟町での懇談には、針谷町長、総務課長などが応対しました。地域循環型経済の再生・地域づくりについて町長は、これからの農業には望ましいこととしましたが、「農家所得が保障されない現状では、後継者も限定される。町単独での所得保障は厳しい」と財源での苦悩を語りました。
　改憲について町長は、「国を縛るのが憲法だが、新憲法草案はそれとは逆に国民を支配するためのものだ」と改憲を非難。自治労連本部の林憲法社会保障局長が「憲法に基づいた地方自治という原理が 180度変わり、地方自治の分野に国が勝手に入り込んでくる」と問題点を指摘すると、針谷町長は「そういった意味では合併もその手段の一つだろう」と語り、合併と改憲の狙いは同じであり、住民自治・地方自治をないがしろにするものであるとの共通の認識に至りました。
　最後に、岩舟町が佐野市との合併協議会を休止したことについて林憲法社会保障局長が「合併については今後も確信を持って対応してください」とエールを送ると、針谷町長も「国の地ならしが壁となっているが、私は筋を通していきたい」と応じ、１時間にわたる懇談を終えました。
第9条の会なごや
東京新聞記者・半田 滋さん講演会の報告

真夏のような日差しが照りつけた6月14日、愛知大学の教室で私たちは東京新聞の記者・半田滋さんの講演会を開催しました。3月上旬にソマリアへは海上自衛隊が派遣され、国会では「海賊対処法案」が審議されています。なにが、どうなっているのか考える間もなく、事態が進んでしまっていることに
危機感をもって、愛知大学九条の会との共催で、半田滋さんをお招きしました。赤銅色に日焼けされた半田さんはソマリア沖で展開する自衛隊の取材から帰られたばかり。6月7日と10日には洋上から中日(東京)新聞に記事を配信しておられます。
海上警護活動ははたして必要なのか

アデン湾のＡ～Ｂ点の間９００Ｋｍを、片道２日間かけて貨物船など警護対象船を２隻の護衛艦（さみだれ、さざなみ）が前後に挟んで航行するのが海上警護活動です。年間２０００隻の日本の関係船舶が航行するとの政府発表とは裏腹に１回の警護対象の船は平均３隻強、しかも海賊に襲われる危険性のほとんどない大型船。海賊は５ｍの梯子を使ってよじ登れる程度の船しか襲えない。はたして自衛隊を出してまで護衛する必要があるのか？　本来、海上保安庁の仕事であるにもかかわらず、なぜ海自なのか。それは自衛隊を出したい人がいるからだ。

そして今、アデン湾の奥、ジブチにＰ３Ｃ哨戒機２機を、厚木基地から１００名の隊員とともに派遣した。もともとここには米軍のＰ３Ｃが３機配備されていたのだが、アフガンの内陸偵察に回したために、その肩代わりである。しかも通常は海自の航空機は海自がその防衛の任に当たるのであるが、なぜか陸上自衛隊の中央即応連隊５０人がＰ３Ｃを守るためにジブチの空港に派遣された。この「基地」への物資輸送に航空自衛隊のＣ１３０Ｈ輸送機が小牧基地から発進した。このように自衛隊３軍が一体となって海外での「海賊対処」と言う名の軍事作戦行動を展開するところまで来てしまっている。
「海賊対処法」は「派兵恒久法」の第１歩

根拠法である「海賊対処法」には何が何でも自衛隊を出そうする狡さが現れている。海賊対処は海上保安庁の仕事であると規定しておいて、別の項目で「防衛大臣は海賊対処を命ずることができる」と自衛隊の任務にした。総理大臣に報告するだけで海外に出すことができる、国会のチェックもパス、期限の定めもないエンドレスの法律を作った。しかもこの法律は武器使用が公然と謳われていて、実際に自衛隊が「海のおまわり」に変装して、いよいよ海外で「一発撃つ」ときを迎えている。

「海賊対処法」は防衛大臣の考えの下に自衛隊を送り出せる、ここがキモです。いちいち国会にお伺いを立てて、野党が反対するか知れないと言うリスクや、憲法との整合性に腐心する必要がないわけです。防衛大臣が必要と認めれば出せると言うところを骨格とした法案がいずれ作られるだろう。すなわち「派兵恒久法」です。

安部元首相が、集団的自衛権の行使を認めることを衆議院選挙のマニフェストに入れるよう求めている。少し前なら口にできなかったことです。それが堂々と行動を起こして、それが新聞に載る。かつてと比べて限りなく武力行使に甘くなってしまっている。既成事実の積み重ねでハードルが下ってしまっている。「海賊対処は海保の変わりに海自がいけばいい」と言う人は10年前にはひとりもいなかった。

私たちも「ここまではいいではないか、特段問題が起きているわけでもないし、困っている人がいるのなら助けよう」など下げてはいけないハードルを自ら下げてきてしまったのではないか。
いつのまにかここまできてしまった

恒久法ができると、米軍再編との絡みが出てきます。すでに日米一体化が進んでいる。たとえば自衛隊の中央即応集団が朝霞基地から米軍のキャンプ座間へ、空自の司令部が府中基地から米軍横田基地に移り「日米共同統合運用調整所」が設置されミサイル防衛もやると、3年前の「米軍再編ロードマップ」に書かれている。日米最終合意で憲法と相容れないものを約束してしまっている。恒久法ができると、「このあと何が不便ですか？　それは憲法です。」となります。“実際にはここまでやってきている。約束もしましたね。何が障害ですか、憲法9条です。”と、もうここまで来ている。

国民投票も来年に迫っています。憲法審査会も年内には設置されるでしょう。2010年の夏には第1回の国民投票が行われるかもしれません。いつの間にかここまで来てしまったという感です。

私たちは一つ一つの行動をおろそかにしてはいけない。海賊対処にも反対していかなければなりません。「派兵恒久法」もしっかり吟味して反対しましょう。
最後に半田さんは「私はメディアの領域でがんばっていきたい」と講演を結びました。感想文もたくさん寄せられました。少し紹介します。「なんとなく分かりにくかった海賊対策の現実と意味するところ、米軍再編と9条とのつながりを分かりやすく話していただきありがとうございました。海賊から守るのだから自衛隊がでていつても仕方がない、のではないことがよくわかった。」「法律論ではなく、自衛隊の幹部がどのように考えて行動しているのか、自衛隊の現実の姿を示していただきました。私たちも世界的な視野を持って賢くならねばと思いました」

　半田さんが「いつの間にかここまできてしまった」と問いかけたことにハッとさせられました。戦争反対を念じている自分たちも流されてしまっているのではないか…と反省させられます。「しょうがないか」と思っていることをもう一度問いなおし、議論しながら前に進んでいこうと心から思った講演会でした。
（報告者/「第9条の会なごや」加藤事務局長）
【転送転載歓迎、各地のニュースに活用してください】
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